
 

 

全児童生徒を対象に行いました。QU ア 

ンケートでは、子どもたちの学校生活にお 

ける満足度と意欲，さらに学級集団の状態 

について、個別に面談を行い、詳しく話を 

聞いています。いじめアンケートでは、「い 

やな思いをした」と回答したお子さんと関係した児童生徒に担任が聞き取りをし、事実

関係を把握して指導しています。子供たちは毎日の生活で、時には嫌な思いをしたり、さ

せてしまったりという経験をしながら成長していきます。学校では、ささいな兆候であ

っても心を痛めていないか、いじめではないかと子供たちの様子に目を配り、よりよい

人間関係を築けるよう指導に努めています。ご家庭におきましても、これまで同様、お子

さんの様子で気になることがありましたら、いつでも担任や教頭へご相談ください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

日 曜 行事予定 

1 日   

2 月 ９年回復休業 

3 火 
８年宿泊研修（１日目） 

遠足予備日(５・６年) 

4 水 ８年宿泊研修（２日目） 

5 木 ８年回復休業 

6 金 遠足(３・４・７年)  図書館サポート事業 

7 土   

8 日   

9 月 
朝会（中・高等部 中体連壮行会） 

SC 来校  なかよしタイム(特支) 

10 火 
全学年午前授業(給食あり) 

歯科検診（１・２・３年） 

11 水 
尿検査（２次）  

田中学園コラボ授業  

12 木 常任委員会④  内科検診（４・５・６年） 

13 金 
遠足(１・２年) 

学校省察Ⅱ③学校体験活動日②(学生) 

14 土   

15 日   

16 月 
体育祭練習開始 

色覚検査（～２0 日）（１年希望者） 

17 火 
ノーゲームデー③ 

遠足予備日(1,2,3,4 年)  

18 水 
職員会議 社会見学(４年) 

学力テスト②（９年） 

19 木 図書館サポート事業 

20 金 
遠足予備日(７年) 

学校省察Ⅱ④  

21 土   

22 日  

23 月 
朝会（全校） 音楽鑑賞会(７・８・９年) 

心臓検診（１・４・７年） 

24 火 初等部参観日（懇談） 

25 水 
中・高等部参観日（懇談） 

田中学園コラボ授業 

26 木 常任委員会⑤ 

27 金 学校省察Ⅱ⑤  SC 来校 

28 土 中体連（バドミントン） 

29 日 中体連（バドミントン） 大漁まつり 

30 月  

6 月行事予定 

⽩糠町⽴⽩糠学園 令和７年５⽉ 30 ⽇発⾏ ＮＯ．２ 

話し言葉 ≠ 書き言葉 

校長 蠣崎 浩一 

「子どもの言葉遣いが荒い、汚い」ということをよく聞きます。これは今

も昔も変わらないのではないでしょうか。大人の言葉遣いが荒いと子どもの

言葉も荒くなります。私が子どもの頃は、テレビの影響も大きかったと記憶

しています。これは『話し言葉』についてのことです。人間関係を築くうえ

で“言葉”は重要です。しかし、言葉には、一つ間違えば人を殺してしまい

かねないという怖さもあります。だから、言葉一つでも気をつける必要があ

ります。 

最近は、SNS が急速に発達して、コミュニケーション・ツールとして活用

されています。日本人の多くは LINE、X、インスタを使っているようです。

だからこそ、トラブルも増えています。 

                     事例１は代表的なトラブ 

（事例１）               ル例です。何がいけないの 

  A 子「明日、駅前に遊びに行こうよ！」 でしょうか。   

  B 子「私も行きたい」 

C 子「何で来るの？」          事例２も見てください。何 

                   が原因でトラブルになってい 

 （事例２）               ますか。 

A 子「ごめん、私のせいで」       こんなやり取り LINE などで 

 B 子「気にしなくても平気だよ」    はよくありませんか。 

 C 子「A子は友達じゃない」       

 

ですから、今は「書き言葉」がトラブルのもとになっているということで

す。上の２例では C子さんの言葉が誤解を生んでいることは皆さんもお気づ

きでしょう。でも、「話し言葉」だったらどうでしょうか。直接声で届ける

ことがトラブル回避につながるかもしれません。 

言葉には、人の心が一緒に乗ります。ですから、他人に与える影響が大き

いのです。「話し言葉」も「書き言葉」も、一つ間違うと人の命に関わるこ

とになります。普段何気なく使っている言葉を、気をつけて使ってみません

か。他人の立場に立って、他人の気持ちを推しはかりながら言葉を使うよう

になると、心が成長します。 

そのためには、大人の我慢（子どもの姿を見守るということ）が必要です。

学校でも、家庭でも、子どもど真ん中でいってみませんか。 

「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童

生徒が在籍する学校に在籍している等、当該児

童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒

が行う心理的又は物理的な影響を与える行為

（インターネットを通じて行われるものを含

む。）であって、当該行為の対象となった児童

生徒が心身の苦痛を感じているもの。」（いじめ

防止対策推進法（平成 25 年法律第 71 号） 


